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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無端状に連結された複数の移動するステップを有する輸送部と、
前記輸送部の両側にガードレールを介して設置されたパネルの端部に沿って移動する移動
手摺りと、
前記パネルの前記輸送部に対する外側の下端部に沿って形成された外側デッキと、
利用客に対して情報を提供する表示面を有する表示装置と、
を有する乗客輸送装置であって、
前記表示装置は、前記外側デッキと独立し前記輸送部と反対側の前記パネルの略半円状部
側面に配設され、
前記表示装置の内側側面部は、前記ガードレールに接して配設され、
前記表示装置の表示面は、前記略半円状部の曲率中心を含む水平面よりも上方に乗降口に
対向するとともに、上記移動手摺りと所定の隙間をおいて配設されることを特徴とする乗
客輸送装置。
【請求項２】
前記表示装置の表示面は、水平面に対して６０度～８５度の範囲であることを特徴とする
請求項１記載の乗客輸送装置。
【請求項３】
前記表示装置の表示面は、円弧状に形成されたことを特徴とする請求項２記載の乗客輸送
装置。
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【請求項４】
前記表示装置の円弧状の表示面の曲率中心は、前記略半円状部の曲率中心と略同一である
ことを特徴とする請求項３記載の乗客輸送装置。
【請求項５】
前記輸送部側の前記パネルの側面に凸状体を有するカバーを備え、該カバーに取り付けら
れた凸状体は、前記パネルの所定の穴を貫通して前記表示装置に固定されることを特徴と
する請求項１～４のいずれかに記載の乗客輸送装置。
【請求項６】
前記表示装置へ給電する給電ケーブルは、前記ガードレール内に配置されていることを特
徴とする請求項１～５のいずれかに記載の乗客輸送装置。
【請求項７】
前面に前記表示面を有して背面が開口している箱状のケース体と、該ケース体の開口して
いる背面に接合する背面体とを備え、該背面体に内蔵する電気部品を取り付けていること
を特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の乗客輸送装置の表示装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、エスカレータ、あるいは動く歩道などのある地点から別の地点へと乗客を
輸送する乗客輸送装置の表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の乗客輸送装置では、エスカレータ装置の乗降口に表示装置を設けて、乗客への案
内表示等を行うことが開示されている。エスカレータ装置の乗降口付近の欄干の外側デッ
キカバー部分に表示装置を設けたものとして、例えば、特開昭６２―２８０１８８号公報
に示されるように、乗客コンベアの乗降口付近の欄干パネルの外側に位置する外デッキカ
バー部分に固定され、矢印・文字あるいは模様等を光学的に表示する表示装置、が開示さ
れている。また、特開平７―２７７６５５号公報にも、乗降口付近の欄干の外側デッキカ
バー部分に乗客輸送装置の作動モードを表す記号を電気的に表示する電光表示手段、が開
示されている。
　また、エスカレータ装置の乗降口付近の欄干の内側デッキカバー部分に表示装置を設け
たものとして、例えば特開平２―７５５９５号公報に示されるように、エスカレータの欄
干下部の乗降口付近の内側レッジ部に、エスカレータ進行方向や次の行先階及びその階の
用途などの案内を点灯表示する案内表示器を設けたエスカレータの案内表示装置、が開示
されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、エスカレータ装置の乗降口付近の欄干の外側デッキカバー部分に表示装
置を設けたものは、表示面が移動手摺りやガードレールに隠れてしまい表示面が見難く、
表示内容を判読しづらいという問題点があった。また、乗客の進入を防止する進入防止板
を欄干の外側に設ける場合には、この進入防止板と表示装置が干渉したり、表示装置の前
面に進入防止板が設けられると表示面が見難く、表示内容を判読しづらいという問題点が
あった。
　また、エスカレータ装置の乗降口付近の欄干の内側デッキカバー部分に表示装置を設け
たものは、乗客輸送装置に乗る直前にならないと表示面を見ることができず、表示内容を
予め判読できないので、例えば乗客輸送装置に乗る前の遠くから表示内容を判読すること
が要求される自動運転等の運行表示には不向きであるという問題点があった。
【０００４】
　本発明はかかる問題を解決するためになされたもので、表示装置の表示面が乗客に見易
く、表示内容を簡易に判読できる表示装置を備えた乗客輸送装置を得ることを目的とする
。また、進入防止板などの乗客輸送装置の付属部品と干渉しない表示装置を備えた乗客輸
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送装置を得ることを他の目的とする。更には、乗客輸送装置に乗る前の遠くから乗客が表
示内容を簡易に判読できる表示装置を備えた乗客輸送装置を得ることを他の目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、無端状に連結された複数の移動するステップを有する輸送部と、前記輸送部
の両側に設置されたパネルとガードレールを介して前記パネルの端部に沿って移動する移
動手摺りとを具備した手摺り部と、を有する乗客輸送装置であって、前記輸送部と反対側
の前記パネルの側面には、表示装置が装着されているものである。
【０００６】
　また、本発明は、前記表示装置が、前記パネルの乗降口付近の略半円状部に配置され、
乗降口に対向した表示面を有するものである。
【０００７】
　また、本発明は、前記表示装置が、前記略半円状部の曲率中心を含む水平面よりも上方
に配置されると共に、前記表示面は水平面に対して所定の角度を有するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記所定の角度が、水平面に対して６０°～８５°の範囲であるもの
である。
【０００９】
　また、本発明は、前記表示装置の表示面が、円弧状に形成されたものである。
【００１０】
　また、本発明は、前記表示装置の円弧状の表示面の曲率中心が、前記略半円状部の曲率
中心と略同一であるものである。
【００１１】
　また、本発明は、前記輸送部側の前記パネルの側面に凸状体を有するカバーを備え、該
カバーに取り付けられた凸状体は、前記パネルの所定の穴を貫通して前記表示装置に固定
されるものである。
【００１２】
　また、本発明は、前記表示装置へ給電する給電ケーブルが、前記ガードレール内に配置
されているものである。
【００１３】
　また、本発明は、複数の移動するステップを有する輸送部の両側に設けられたパネルの
前記輸送部と反対側の側面に装着され、乗客輸送装置の乗降口に対向した表示面を有した
ものである。
【００１４】
　また、本発明は、前記パネルの乗降口付近の略半円状部の曲率中心を含む水平面よりも
上方に配置されたものである。
【００１５】
　また、本発明は、前記表示面は、円弧状に形成されたものである。
【００１６】
　また、本発明は、前面に前記表示面を有して背面が開口している箱状のケース体と、該
ケース体の開口している背面に接合する背面体とを備え、該背面体に内蔵する電気部品を
取り付けているものである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
　本発明による乗客輸送装置の一実施形態について図１を用いて説明する。図１は、本発
明の実施の形態１に係わる乗客輸送装置の一例たるエスカレータ装置の構成を示す図であ
る。以下、本実施の形態では、乗客輸送装置の一例としてのエスカレータ装置の表示装置
について説明する。図１において、１はエスカレータ装置、２は上下階の乗降口間を循環
させて無端状に連結した複数のステップ（階段）である。そして、この複数のステップ２
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が、エスカレータ装置１の乗客を輸送する輸送部となっている。
【００１８】
　３は複数のステップ２の両側に立設されたガラスで構成されたパネル、４はステップ２
と同期して移動する移動手摺り、５はパネル３の上端部及び乗降口端部に沿って取り付け
られ移動手摺り４を案内支持するガードレール、６はパネル３のステップ２に対して外側
の下端部に沿って形成された外側デッキ、７はパネル３のステップ２に対して内側の下端
部に沿って形成された内側デッキである。尚、パネル３は、ガラス以外の透明プラスチッ
ク等の透明又は半透明な材料から構成しても良い。
【００１９】
　８はステップ２と反対側のパネル３の側面に装着された表示装置、９は乗降口側に対向
して配置された表示装置８の表示面である。この表示装置８は、乗降口付近のパネル３の
湾曲線を形成する略半円状部１０に配置されている。そして、表示装置８の表示面９は、
乗客がエスカレータ装置１に近づいてくる際に、表示面９を閲覧し易いように水平に対し
て６０°～８５°程度に傾いて設置するようにすれば良い。
【００２０】
　ここで、パネル３と移動手摺り４とガードレール５と外側デッキ６と内側デッキ７とか
ら、ステップ２の両側に配置された手摺り部１１が構成される。１２はエスカレータ装置
１の乗降口の床部分を構成してフロアの階床の床面と面一を成す床板、１３はエスカレー
タ装置１の周囲の階床面の吹き抜けとなる開口部に沿って設置される転落防止用の柵であ
る。また、１４は柵１３と手摺り部１１との隙間に乗客が誤って進入しないように外側デ
ッキ６上に立設された進入防止板である。ここで、進入防止板１４は、これからエスカレ
ータ装置１に乗る乗客に対して表示装置８の背面側に位置することになり、表示装置８と
進入防止板１４はお互いに物理的に干渉せず、表示装置８の前面側には、他のエスカレー
タ装置１の付属部品は存在しない。
【００２１】
　次に、前述した表示装置８の手摺り部１１への配置について図２を用いて説明する。図
２は、図１におけるＩ－Ｉ線方向から視た手摺り部の部分側面図である。図２において、
手摺り部１１のパネル３は乗降口付近に略半円状に構成された略半円状部１０を有してい
る。これに伴って、移動手摺り４及びガードレール５は、パネル３の略半円状部１０の曲
率に沿って下方に湾曲して構成されている。１５は、このパネル３の略半円状部１０が構
成する曲率円の中心である曲率中心である。表示装置８はステップ２と反対側のパネル３
の側面に装着され、更に、表示装置８の装置中心は曲率中心１５から形成される水平面よ
りも上方に装着されている。そして、パネル３の略半円状部１０の曲率に従って表示装置
８が傾いて装着されるため、表示装置８の前面に設けられた表示面９は水平面に対して６
０°～８５°程度に傾いて、斜め上向きに配置される。また、手摺り部１１の高さと乗客
の視点とを考慮すれば、水平面と７０°～８０°の間の角度で配置すれば、更に表示面９
を閲覧し易い。
【００２２】
　この表示装置８は、円弧状に湾曲して構成された正面部８ａと、内側側面部８ｂと、外
側側面部８ｃと、背面体１６と、から構成される。この正面部８ａと内側側面部８ｂと外
側側面部８ｃとは溶接で一体成形され、ケース体１７を構成する。そして、この一体成形
されたケース体１７と背面体１６とを接合することによって、表示装置８が構成される。
【００２３】
　次に表示装置８の詳細な構成について図３及び図４を用いて説明する。図３は図２にお
けるIII－III線方向から視た表示装置の正面図、図４は図３におけるIV－IV線方向から視
た表示装置の側面図である。図３及び４において、表示装置８の正面部８ａは中央部分が
切り抜かれており、この切り抜かれた部分には正面部８ａと面一に嵌め込まれた樹脂製等
の保護板に覆われた表示面９が設けられている。表示面９は、パネル３の乗降口付近の略
半円状部１０の曲率中心と略同一の曲率中心を有する曲率円に沿って円弧状に構成されて
いる。
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【００２４】
　そして、円弧状の正面部８ａ及び表示面９の曲率円の曲率中心は、パネル３の乗降口付
近の略半円状部１０の曲率中心と略同一を成す。そして、円弧状の表示面９には、近づい
てきた乗客に例えば該エスカレータ装置１が自動運転であることを知らせるために、図３
に示すようにエスカレータ装置１の運転方向と自動運転とが表示されている。また、表示
面９が円弧状に構成されていることによって、天井に配置した照明器具等からの光を表示
面９が反射する場合でも、表示面９の全面が光を反射することなく、反射部分が表示面９
の一部分となるため、視認性が向上する。尚、表示内容がスクロール表示の場合には、表
示面９の一部を閲覧できることによって内容を判断できるため、特に有効である。
【００２５】
　１８は、図５に示すように、パネル３のステップ２側の側面に設けられたカバーである
。ここで、図５は、図１におけるII－II線方向から視た手摺り部の部分側面図である。こ
のカバー１８には所定の間隔を空けて４箇所に溶接でスタッド（凸状体）１８ａが取り付
けられている。
　また、パネル３の略半円状部１０及び表示装置８の内側側面部８ｂには、カバー１８の
４箇所のスタッド１８ａの間隔に対応した穴が４箇所空いている。このパネル３の略半円
状部１０及び表示装置８の内側側面部８ｂの穴に、カバー１８のスタッド１８ａを挿入し
て、表示装置８の内側側面部８ｂの内側からナット１９で締め付けることによて、表示装
置８をパネル３の所定位置に装着する。そして、カバー１８に取り付けられたスタッド１
８ａは、パネル３の所定の穴を貫通して表示装置８にナット１９によって固定される。ま
た、パネル３は表示装置８の内側側面部８ｂとカバー１８に挟まれる構成となる。
　従って、パネル３に表示装置８を取り付けているので、ガードレール５の種類に影響さ
れずに、表示装置の取り付けを行うことができる。
【００２６】
　このパネル３の穴は、移動手摺り４から所定距離以上離れた所に空けられているため、
図４に示される表示装置８の正面部８ａと移動手摺り４との間の所定の隙間２０は、少な
くとも２５ｍｍ以上の距離を有する。また、表示装置８の表示面９の樹脂製等の保護板と
、表示装置８の正面部８ａとは面一で構成されている。従って、乗客が移動手摺り４に手
を掛ける場合でも、乗客の手と表示装置８が接触する恐れが少なく、万が一表示装置８に
手が触れた場合でも十分な安全が確保できる。そして、隙間２０が３５ｍｍ以上の距離を
有している場合には、より安全性を向上することができる。
【００２７】
　また、表示装置８に給電するための給電ケーブル２１は、図４に示すように、手摺り部
１１の所定位置から表示装置８までガードレール５内を通るように配置されている。つま
り、給電ケーブル２１はパネル３の端部とガードレール５との間に挟まれる構成となる。
従って、余分な配線パイプ等を用いることなく、簡易に手摺り部１１のパネル３に表示装
置８を装着することができる。
【００２８】
　尚、上記実施の形態では、乗客輸送装置の一例たるエスカレータ装置１について説明し
たが、本発明は、動く歩道等の他の乗客輸送装置についても適用することができ、この場
合は、無端状に連結された複数のステップ２が、階段状に段差を形成せずに、面一で平行
移動するものも含まれる。
【００２９】
実施の形態２．
　本発明による乗客輸送装置の表示装置の構成について図６を用いて説明する。図６は本
発明の実施の形態２に係わるエスカレータ装置の表示装置の構成を示す図である。以下、
本実施の形態では、乗客輸送装置の一例としてのエスカレータ装置の表示装置について説
明する。図６において、表示装置８は、正面部８ａ，内側側面部８ｂ，外側側面部８ｃ，
前面に配置された表示面９からなり背面が開口している箱状のケース体１７と、このケー
ス体１７の開口している背面と接合する背面体１６と、から構成されている。この背面体
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１６には、ＬＥＤ表示基板２２，電源基板２３，制御基板２４等の主要な内蔵部品（電気
部品）が取り付けられている。また、この電源基板２３には、給電ケーブル２１と接続す
るための電源コネクタ２１ｂが接続されている。
【００３０】
　そして、給電ケーブル２１側の電源コネクタ２１ａと電源基板２３側の電源コネクタ２
１ｂとを接続した後、例えばネジ２５を用いてケース体１７と背面体１６との接合を行う
。表示装置８を上記の様な構成にしたことによって、最初にケース体１７のみをエスカレ
ータ装置１に装着すればよく、その後で主要な内蔵部品たる電気部品が取り付けられた背
面体１６をケース体１７に組み込めば良く、表示装置８の取付け作業を容易に行うことが
できる。また、電気部品の交換の場合にも、背面体１６をケース体１７から容易に分離す
ることができるため、かかる交換作業も容易に行うことができる。
【００３１】
【発明の効果】
　以上の発明から明らかなように本発明に係わる乗客輸送装置は、表示面が乗客に見易く
、表示内容を簡易に判読することができる表示装置を備えた乗客輸送装置を提供すること
ができる。
【００３２】
　また、本発明に係わる乗客輸送装置は、進入防止板などの乗客輸送装置の付属部品と干
渉しない表示装置を備えた乗客輸送装置を提供することができる。
【００３３】
　また、本発明に係わる乗客輸送装置は、エスカレータ装置等の乗客輸送装置に乗る前の
遠くからでも乗客が表示内容を簡易に判読できる表示装置を備えた乗客輸送装置を提供す
ることができる。
【００３４】
　以上の発明から明らかなように本発明に係わる乗客輸送装置の表示装置は、表示面が乗
客に見易く、表示内容を簡易に判読することができる乗客輸送装置の表示装置を提供する
ことができる。
【００３５】
　また、本発明に係わる乗客輸送装置の表示装置は、進入防止板などの乗客輸送装置の付
属部品と干渉しない乗客輸送装置の表示装置を提供することができる。
【００３６】
　また、本発明に係わる乗客輸送装置の表示装置は、エスカレータ装置等の乗客輸送装置
に乗る前の遠くからでも乗客が表示内容を簡易に判読できる乗客輸送装置の表示装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施形態１に係わる乗客輸送装置の一例たるエスカレータ装置の構
成を示す図である。
【図２】　この発明の実施形態１に係わるエスカレータ装置の手摺り部の部分側面図であ
る。
【図３】　この発明の実施形態１に係わるエスカレータ装置の表示装置の正面図である。
【図４】　この発明の実施形態１に係わるエスカレータ装置の表示装置の側面図である。
【図５】　この発明の実施形態１に係わるエスカレータ装置の手摺り部の部分側面図であ
る。
【図６】　この発明の実施形態２に係わるエスカレータ装置の表示装置の構成を示す図で
ある。
【符号の説明】
　１　エスカレータ装置、　２　ステップ、　３　パネル、　４　移動手摺り、　５　ガ
ードレール、　６　外側デッキ、　７　内側デッキ、　８　表示装置、　８ａ　正面部、
　８ｂ　内側側面部、　８ｃ　外側側面部、　９　表示面、　１０　略半円状部、　１１
　手摺り部、　１２　床板、　１３　柵、　１４　進入防止板、　１５　曲率中心、　１
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６　背面体、　１７　ケース体、　１８　カバー、　１８ａ　スタッド、　１９　ナット
、　２０　隙間、　２１　給電ケーブル、　２１ａ，２１ｂ　電源コネクタ、　２２　Ｌ
ＥＤ表示基板、　２３　電源基板、　２４　制御基板、　２５　ネジ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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